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資料１ 

職員からの苦情相談に関する指針 

 

（令和３年４月伊賀市公平委員会決定） 

（令和７年１月 14日 一部改正） 

 

１．相談の目的 

必ずしも勤務条件に関する措置要求や不利益処分に関する審査請求に至らないような

職員の苦情や悩みを解消することにより、職員が意欲を持って安心して職務に専念でき

るようにし、もって公務能率の維持向上を図る。 

 

２．相談できる職員 

    一般行政職員、消防職員 

※条件付採用期間中の職員、再任用職員、会計年度任用職員、臨時的任用職員、任

期付職員を含む。 

※相談は職員本人に限り、その家族や代理人、職員団体等を通じての相談はできな

いものとする。 

  

３．相談できない職員 

    特別職、企業職員、技能労務職員、県費負担教職員、非常勤職員 

    ※県費負担教職員は、市教育委員会の管理に属する事項に限り相談できる。 

    退職した職員 

  ※免職処分や辞職の強要等についての相談はできる。 

  

４．相談できる内容 

    任用、給与、勤務時間、その他の勤務条件、服務などの人事管理（いじめ・嫌がらせ・

セクハラ・パワハラ等の勤務環境に関することを含む。） 

   【例】①任用関係：分限処分、懲戒処分、転任、異動、離職等 

      ②給与関係：給与、昇格、諸手当等 

      ③勤務条件：超過勤務、休暇、勤務時間等 

      ④厚生関係：執務環境等 

      ⑤人間関係：いじめ、嫌がらせ、セクハラ、パワハラ等 

 

５．相談できない内容 

    家族、生活に起因すること、内部告発、人事管理や職場環境に関係のない事項、職員自

身の利益保護に繋がらないもの、任命権者の裁量である管理運営事項等 

【例】①個別の職員の昇任や配置替等 

②特定個人に対する誹謗中傷 

③機構の改廃、組織に関すること 

④行政の企画立案、予算編成に関すること 

⑤議案に関すること 

⑥市の権限に属さないもの 
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６．相談への対応（処理） 

・相談の申込みは、別紙「苦情相談申込書」による。 

・公平委員会（以下「委員会」という。）は、相談の迅速かつ適切な処理を行わせるため、

委員会の事務職員を相談を受けて処理する者（以下「職員相談員」という。）として指

名する。 

・職員相談員は、苦情相談申込書を受付けたときは、相談の日時、場所等を決定し、申込

みを行った職員（以下「相談者」という。）に通知する。 

・職員相談員は、事案ごとにその概要及び処理状況について記録を作成し、委員会に報

告する。 

◎相談者に対する助言等 

職員相談員は、相談者に助言や制度の説明等を行い、相談者自身で問題解決を図るた

めの手助けを行う。原則として、相談者以外の者に対する措置や調査を行わない。 

◎関係当事者に対する措置 

    委員会が必要と認めた場合には、相談者本人の了解を得た上で、任命権者や所属長等

の関係当事者に対して事情聴取、照会その他の調査を行った上で、必要な措置（伝達・

指導・あっせん等）を行う。その際、相談者が職場でいじめ、嫌がらせ等不利益な取り

扱いを受けることのないよう関係部署に配慮義務を要請する。 

   【例】①関係当事者に苦情内容の通知し、適切な配慮を要請する。 

②関係当事者に相談者への説明を要請する。 

③関係当事者に改善を要請する。 

④当事者間での話し合いを勧奨する。 

※いずれも法的拘束力のない事実上の措置で、相談者をはじめ関係当事者の同意又

は協力による解決を前提とする。 

 

７．相談の打ち切り 

    問題解決の見込みがないと認めるときや、その他相談事案の処理を継続することが適

当でないと認めるとき、また、同一の事案について審査請求又は措置要求が受理された

ときは、相談事案の処理を打ち切る。 

 

８．その他 

  ・相談者や苦情相談に関する調査の対象となった職員は、職務専念義務が免除される。 

・職員相談員は、相談者の氏名、職名、相談の内容その他苦情相談に関し職務上知り得た

秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。 
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（別紙） 

 

苦 情 相 談 申 込 書 

 

伊賀市公平委員会 様 

 

年  月  日 

  
相談者氏名  

  

所属名  職名  

相談希望日時 

 

   年  月  日（  ） 午前・午後   時   分 

※面談日時については、希望を考慮し調整後連絡します。 

連絡先（電話）     (    )      （□自宅 □携帯 □勤務先） 

 

相談内容 

 

具体的に記入して 

ください。 

※記載しきれな 

い場合は、別紙に 

記載し添付して 

ください。 

 

 

 

 

 

□初めて □２回目以降（前回の相談時期  年  月） 

 

  

  受 付 印   

  

  

※1 氏名、所属名、職名、連絡先は必ず記入してください。（退職者は退職直前の所属名及び職名） 

※2 面談を希望される場合は、相談希望日時の欄に記入してください。 
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苦情相談対応（処理）の流れ

苦情相談
（面談）

事情聴取のみで相談者が納得

制度説明
及び助言等

当局へ伝達
（管理運営事項

等）

公平委員会の指導監督のもと、関係当
事者等の事情聴取、照会その他の調査

苦情相談の受付
（苦情相談申込書）

関係当事者に改
善を要請

相談者へ連絡

〈終了〉

〈終了〉

斡旋
関係当事者に適
切な配慮を要請

関係当事者に改
善すべき点があ
る場合

相談者の誤解等
がある場合（当事者間の話

し合いを含む）

〈終了〉

〈終了〉 〈終了〉

相談者の同意 相談者の不同意

〈終了〉（話し合いの勧奨）
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資料２ 
職員からの苦情相談に関する指針新旧対照表 

改正後 改正前 

職員からの苦情相談に関する指針 

 

（令和３年４月伊賀市公平委員会決定） 

（令和７年１月 14 日 一部改正） 

 

１．相談の目的 

必ずしも勤務条件に関する措置要求や不利益処分に関する審査請求に

至らないような職員の苦情や悩みを解消することにより、職員が意欲を

持って安心して職務に専念できるようにし、もって公務能率の維持向上

を図る。 

 

２．相談できる職員 

    一般行政職員、消防職員 

※条件付採用期間中の職員、再任用職員、会計年度任用職員、臨時

的任用職員、任期付職員を含む。 

※相談は職員本人に限り、その家族や代理人、職員団体等を通じて

の相談はできないものとする。 

 

３．相談できない職員 

    特別職、企業職員、技能労務職員、県費負担教職員、非常勤職員 

    ※県費負担教職員は、市教育委員会の管理に属する事項に限り相談

できる。 

    退職した職員 

  ※免職処分や辞職の強要等についての相談はできる。 

  

４．相談できる内容 

    任用、給与、勤務時間、その他の勤務条件、服務などの人事管理（い

じめ・嫌がらせ・セクハラ・パワハラ等の勤務環境に関することを含む。） 

   【例】①任用関係：分限処分、懲戒処分、転任、異動、離職等 

職員からの苦情相談に関する指針 

 

令 和 ３ 年 ４ 月 

伊賀市公平委員会 

 

１．相談の目的 

必ずしも勤務条件に関する措置要求や不利益処分に関する審査請求に

至らないような職員の苦情や悩みを解消することにより、職員が意欲を

持って安心して職務に専念できるようにし、もって公務能率の維持向上

を図る。 

 

２．相談できる職員 

    一般行政職員、消防職員 

※条件付採用期間中の職員、再任用職員、会計年度任用職員、臨時

的任用職員、任期付職員を含む。 

※相談は職員本人に限り、その家族や代理人、職員団体等を通じて

の相談はできないものとする。 

  

３．相談できない職員 

    特別職、企業職員、技能労務職員、県費負担教職員、非常勤職員 

    ※県費負担教職員は、市教育委員会の管理に属する事項に限り相談

できる。 

    退職した職員 

  ※免職処分や辞職の強要等についての相談はできる。 

  

４．相談できる内容 

    任用、給与、勤務時間、その他の勤務条件、服務などの人事管理（い

じめ・嫌がらせ・セクハラ・パワハラ等の勤務環境に関することを含む。） 

   【例】①任用関係：分限処分、懲戒処分、転任、異動、離職等 
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改正後 改正前 

      ②給与関係：給与、昇格、諸手当等 

      ③勤務条件：超過勤務、休暇、勤務時間等 

      ④厚生関係：執務環境等 

      ⑤人間関係：いじめ、嫌がらせ、セクハラ、パワハラ等 

 

５．相談できない内容 

    家族、生活に起因すること、内部告発、人事管理や職場環境に関係の

ない事項、職員自身の利益保護に繋がらないもの、任命権者の裁量であ

る管理運営事項等 

【例】①個別の職員の昇任や配置替等 

②特定個人に対する誹謗中傷 

③機構の改廃、組織に関すること 

④行政の企画立案、予算編成に関すること 

⑤議案に関すること 

⑥市の権限に属さないもの 

 

６．相談への対応（処理） 

・相談の申込みは、別紙「苦情相談申込書」による。 

・公平委員会（以下「委員会」という。）は、相談の迅速かつ適切な処理

を行わせるため、委員会の事務職員を相談を受けて処理する者（以下

「職員相談員」という。）として指名する。 

・職員相談員は、苦情相談申込書を受付けたときは、相談の日時、場所

等を決定し、申込みを行った職員（以下「相談者」という。）に通知す

る。 

・職員相談員は、事案ごとにその概要及び処理状況について記録を作成

し、委員会に報告する。 

 

 

◎相談者に対する助言等 

職員相談員は、相談者に助言や制度の説明等を行い、相談者自身で問

題解決を図るための手助けを行う。原則として、相談者以外の者に対す

る措置や調査を行わない。 

      ②給与関係：給与、昇格、諸手当等 

      ③勤務条件：超過勤務、休暇、勤務時間等 

      ④厚生関係：執務環境等 

      ⑤人間関係：いじめ、嫌がらせ、セクハラ、パワハラ等 

 

５．相談できない内容 

    家族、生活に起因すること、内部告発、人事管理や職場環境に関係の

ない事項、職員自身の利益保護に繋がらないもの、任命権者の裁量であ

る管理運営事項等 

【例】①個別の職員の昇任や配置替等 

②特定個人に対する誹謗中傷 

③機構の改廃、組織に関すること 

④行政の企画立案、予算編成に関すること 

⑤議案に関すること 

⑥市の権限に属さないもの 

 

６．相談への対応（処理） 

・相談の申込みは、別紙「苦情相談申込書」による。 

・公平委員会は、相談を迅速かつ適切に処理するため、職員からの苦情

相談に関する事務を地方公務員法第８条第４項の規定に基づき事務局

長（所属長）に委任する。 

・事務局長（所属長）は、苦情相談申込みを受けたときは、相談の日時、

場所等を決定し、申込みを行った職員に通知する。 

 

・事務局長（所属長）は、職員からの苦情相談に関する事務を自ら行い、

又は書記に補助執行させることができる。また、事務局長（所属長）

は、苦情相談ごとにその概要及び処理状況について記録を作成し、公

平委員会に報告する。 

◎苦情相談を行った職員に対する助言等 

事務局長（所属長）及び書記は、相談者に助言や制度の説明等を行い、

相談者自身で問題解決を図るための手助けを行う。原則として、相談者

以外の者に対する措置や調査を行わない。 
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改正後 改正前 

◎関係当事者に対する措置 

   委員会が必要と認めた場合には、相談者本人の了解を得た上で、任命

権者や所属長等の関係当事者に対して事情聴取、照会その他の調査を行

った上で、必要な措置（伝達・指導・あっせん等）を行う。その際、相

談者が職場でいじめ、嫌がらせ等不利益な取り扱いを受けることのない 

よう関係部署に配慮義務を要請する。 

   【例】①関係当事者に苦情内容の通知し、適切な配慮を要請する。 

②関係当事者に相談者への説明を要請する。 

③関係当事者に改善を要請する。 

④当事者間での話し合いを勧奨する。 

※いずれも法的拘束力のない事実上の措置で、相談者をはじめ関係

当事者の同意又は協力による解決を前提とする。 

 

７．相談の打ち切り 

    問題解決の見込みがないと認めるときや、その他相談事案の処理を継

続することが適当でないと認めるとき、また、同一の事案について審査

請求又は措置要求が受理されたときは、相談事案の処理を打ち切る。 

 

８．その他 

  ・相談者や苦情相談に関する調査の対象となった職員は、職務専念義務

が免除される。 

・職員相談員は、相談者の氏名、職名、相談の内容その他苦情相談に関

し職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同

様とする。 

 

◎関係当事者に対する措置 

    公平委員会が必要と認めた場合には、相談者本人の了解を得た上で、

任命権者や所属長等の関係当事者に対して事情聴取、照会その他の調査

を行った上で、必要な措置（伝達・指導・あっせん等）を行う。その際、

相談者が職場でいじめ、嫌がらせ等不利益な取り扱いを受けることのな

いよう関係部署に配慮義務を要請する。 

   【例】①関係当事者に苦情内容の通知し、適切な配慮を要請する。 

②関係当事者に相談者への説明を要請する。 

③関係当事者に改善を要請する。 

④当事者間での話し合いを勧奨する。 

※いずれも法的拘束力のない事実上の措置で、相談者をはじめ関係

当事者の同意又は協力による解決を前提とする。 

 

７．相談の打ち切り 

    問題解決の見込みがないと認めるときや、その他相談事案の処理を継

続することが適当でないと認めるとき、また、同一の事案について審査

請求又は措置要求が受理されたときは、相談事案の処理を打ち切る。 

 

８．その他 

  ・苦情相談をする職員や苦情相談に関する調査の対象となった職員は、

職務専念義務が免除される。 

・事務局長（所属長）及び書記は、相談者の氏名、職名、相談の内容そ

の他苦情相談に関し職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その

職を退いた後も同様とする。 

 

 


